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KITAHAMA PLUSは企業にプラスになるリーガル情報を発信して参ります。

建築・不動産業界における
コンプライアンス

法務Troubleshooti n g

建築資材の高騰（ウッドショック）と

請負契約の変更の可否等

令和5年4月 1 日施行決定！

不明者土地管理制度などの民法改正関係

ビジネスパーソンの休憩時間

『20世紀少年』（浦沢直樹／小学館／全24巻）

c 北浜法律事務所KITAHAMA PARTNERS 

クライアントとともに。

大阪事務所

〒541-0041

大阪市中央区北浜1丁目 8番16号

大阪証券取引所ピル

TEL: 06-6202-1088 （代表）

FAX: 06-6202-1080 
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C]烹）昂門99門
クライアントとともに。

東京事務所

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目 7番12号

サピアタワー14階

TEL: 03-5219-5151 （代表）

FAX: 03-5219-5155 

福岡事務所

〒812-0018

福岡市博多区住吉1丁目 2番25号

キャナルシティ・ビジネスセンターピル4階

TEL: 092-263-9990 （代表）

FAX: 092-263-9991 

わかりやすいと人気の北浜法律事務所ウェビナー。豊富な経験を積んだ弁護土が、有益な惜報を語ります。

簡単登録するだけで、どなたでもご視聴いただけます。 置
https:/ /www.kitahama.or.jp/archive-webinar / 
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特集 ~ l1 ~ 

建築・不動産業界における
コンプライアンス
建築・不動産業界において多くの不祥事事案が報道されています。

コンプライアンス体制が機能せずに不正が行われてしまっていたり、

不祥事発覚後の対応に誤りがあり信頼を失隊するケースもみられます。

企業が行うべき対応·対策について、経験豊かな弁護士がお話しします。

. . 1

・ 改ん

喜言え喜翌言芸言悶誓：：言白ぷ‘9は芦？：ょ？、弁フ竺l
：ヮークーの軽さ、チームワーなで［風通しp良し9事務所」を実現し了しtる。．

専門分野は、建築・不動産／コーポレート・会社法／M&A。建

築・不動産分野についての紛争を専門的に扱っており、ハウス
メーカー、ゼネコン、仲介業者（売買・賃貸）、ディベロッバー、マ

ンション管理会社等、様々な立場の依頼者から相談・依頼多数。

顧問先は、ハウスメーカー、不動産仲介業者、運送会社、太陽光

設備設匿業者、マンション管理会社、IT企業、医療法人等幅広

い。会社法案件やM&Aも手掛ける。

KITAHAMA-fLUS 

message 

いつもKITAHAMAプラスをお読みいただいてありがとうございます。

今号は、北浜法律事務所の不動産・建築チームの特集号です。

当チームは、不動産取引や不動産開発の分野から、

ESG経営に取り組む企業様のコンプライアンス予防法務や紛争解決まで

不動産業界でのあらゆる案件に総力を上げて対応しています。

裔度化・複雑化していく建築技術や開発スキームなどを理解し、

建築・不動産業界に精通した熟練弁護士が語る座談会やコラムなど、

皆様の参考にしていただければ幸いです。

V 
弁護士法人北浜法律事務所代表

北浜グループ CEO

森本宏



建築・不動産業界におけるコンプライアンス

ESG経営、 SDGsが加速。

コンプライアンス軽視では、

生き残れなし ヽ時代。

で
す
が
、
企
業
が
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
よ

ン
ト
の
皆
様
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
に

法
令
違
反
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
難
し
い

森
本
私
た
ち
法
律
事
務
所
が

ク
ラ
イ
ア

ま
せ
ん

細
井
最
後
に

一
言
お
願
い
し
ま
す
。

ス
を
軽
視
す
る
よ
う
で
は
と
て
も
生
き
残
れ

ら
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

結
す
る
問
題
で
す
の
で
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

底
し
な
け
れ
ば
、
元
請
会
社
か
ら
選
ん
で
も

上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
市
場
の
評
価
に
直

社
に
と
っ
て
も

い
っ
そ
う
意
識
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
が

さ
ら
に
加
速
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
特
に
、

い
。
」
で
は
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
下
請
会

社
の
間
題
で
、
元
請
会
社
の
う
ち
は
関
係
な

東京事務所 TEL 03-5219-5151 

福岡事務所 TEL 092-263-9990 

大阪事務所 TEL 06-6202-1088 

https://www. kitahama.o『.jp/

が
企
業
価
値
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
が

元
請
会
社
と
し
て
も
、
「
そ
れ
は
下
請
会

代
で
す
か
ら

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

い
ま
す
。

森
本

E
s
G
/
S
D
G
S

が
叫
ば
れ
る
時

協
力
会
社
を
選
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

ESG経営の実現には、弁護士との連携が近道です。「専門家の力をもっと上手に活用し

て、わが社のコンプライアンスを向上できないだろうか」とお考えの企業様はお気軽に

お問合せください。建築・不動産法務に精通したメンバーを中心に、総合事務所である

北浜法律事務所ならではのサーピスをご提供させていただきます。

襲

こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
か

s
G

の
観
点
か
ら
定
め
た
基
準
に
適
合
し
た

細
井

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
の
流
れ
は

込
ま
れ
た
ゼ
ネ
コ
ン
も
存
在
し
ま
す
。

が
到
米
し
て
い
ま
す
。
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
で
は

し
て
、
指
名
停
止
が
相
次
ぎ
、
倒
産
に
追
い

E
s
G

の
達
成
度
合
い
が
評
価
さ
れ
る
時
代

と
思
い
ま
す
。

実
際
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
に
起
因

り
扱
う
企
業
で
は
、
国
や
自
治
体
か
ら
人
札

の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

あ
り
ま
す
。

み
な
ら
ず
、

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
の

C
S
R

調
達
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、

E

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹

で
き
る
よ
う
、
今
後
も
尽
力
し
て
い
き
た
い

原
田

E
s
G

経
営
に
お
い
て
は
、
自
社
の

ン
ト
に
と
っ
て
真
に
価
値
あ
る
業
務
を
提
供

直
接
的
に
営
業
活
動
の
支
障
と
な
る
こ
と
も

防
法
務
が
い
っ
そ
う
重
要
と
な
り
ま
す
。

く
面
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ク
ラ
イ
ア

イ
ア
ン
ス
逮
反
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
予

ず
企
業
価
値
の
向
上
に
貢
献
さ
せ
て
い
た
だ

り
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
結
果
、

コ
ン
プ
ラ

寄
与
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
少
な
か
ら

た
後
、
問
題
を
過
小
評
価
し
て
放
置
し
た
り

じ
く
ら
い
か
、
そ
れ
以
上
に
董
要
で
す
ね
。

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
公
共
事
業
を
取

森
本
残
念
な
が
ら
、
違
反
事
実
を
認
識
し

森
本
不
祥
事
の
予
防
は
、
事
後
対
応
と
同

監
督
官
庁
か
ら
業
法
に
基
づ
く
処
分
を
受
け

と
も
検
討
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

企
業
が
行
う
べ
き
対
策
は
あ
る
で
し
ょ
う
か

法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
業
種
で
す
か
ら

立
の
第
一

1
一
者
委
員
会
に
調
査
を
委
嘱
す
る

細
井
不
祥
事
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に

原
田

一
般
の
メ
ー
カ
ー
等
と
異
な
り
、
業

事
案
で
な
い
限
り
、
弁
護
士
等
か
ら
な
る
中

強
み
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

は
あ
る
で
し
ょ
う
か

へ
の
報
告
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
軽
微
な

提
供
で
き
る
こ
と
も
、
北
浜
法
律
事
務
所
の

細
井
建
築
・
不
動
産
業
界
に
特
有
の
問
題

実
態
の
調
査
、
原
因
の
特
定
、
再
発
防
止
策

の
策
定
、
関
係
者
へ
の
通
知
・
公
表
、
当
局

関
与
で
き
る
こ
と
に
よ
り
質
の
高
い
調
査
を

る
で
し
ょ
う
。

法
な
ど
様
々
な
領
域
に
精
通
し
た
弁
護
士
が

る
こ
と
が
、
こ
う
い
っ
た
事
例
の
抑
止
に
な

て
も
様
々
で
す
が

一
般
的
に
は
、
違
反
の

を
有
し
た
メ
ン
バ
ー
の
ほ
か
、
労
務
、
競
争

易
に
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築
す

緊
急
性
、
影
響
の
程
度
・
範
囲
等
に
も
よ
っ

た
ち
の
よ
う
に
建
築
・
不
動
産
法
務
の
知
見

充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
述
法
行
為
が
容

原
田
具
体
的
な
対
応
は
、
事
案
の
大
き
さ

北
浜
法
律
事
務
所
で
は
、
危
機
管
理

を
専
門
と
す
る
弁
護
士
を
中
心
に
、
第
三
者

委
員
会
と
し
て
の
経
験
も
豊
富
で
す
ね
。
私

に
把
握
さ
れ
な
い
ま
ま
、
現
場
で
慣
習
化
さ

れ
て
し
ま
う
事
例
も
よ
く
目
に
し
ま
す
。
社

内
監
査
を
強
化
し
た
り
、
内
部
通
報
制
度
を

べ
き
で
し
ょ
う
か

反
の
事
実
を
認
識
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
す

原
田

企
業
と
し
て
は

迅
速
に
対
応
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

原
田

が
大
き
く
話
題
に
上
っ
て
い
ま
す
。

ら
弁
護
士
に
意
見
を
求
め
つ
つ
、
慎
軍
か
つ

で
す

合
し
な
い
部
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
例
な
ど

な
り
か
ね
な
い
も
の
で
す
。
初
動
の
時
点
か

の
投
資
と
し
て
も
非
常
に
価
値
の
あ
る
も
の

資
格
の
不
正
取
得
の
例
、
建
築
基
準
法
に
適

ひ
い
て
は
役
員
の
善
管
注
意
義
務
違
反
に
も

て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
対
策
は
、
人
材
ヘ

自
体
が
会
社
の
対
外
的
な
過
失
を
基
礎
づ
け

で
は
、
従
来
よ
り
も
い
っ
そ
う
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
遵
守
が
叫
ぱ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
最
近
も
、
ゼ
ネ
コ
ン
に
よ
る
談
合
の
例
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違

ス
研
修
を
行
う
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え

違
法
と
知
っ
て
の
行
為
が
、
上
層
部

の
よ
う
に
事
後
対
応
を
誤
る
こ
と
は
、
そ
れ

士
に
委
託
す
る
な
ど
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

の
で
、
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん

社
内
ル
ー
ル
を
策
定
・
周
知
し
た
り
、
弁
護

細
井

確
か
に
、
建
築
業
界
・
不
動
産
業
界

さ
せ
る
な
ど
、
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
だ
け
な

そ
の
た
め
、
法
令
を
プ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
し
た

特
に
注
H

し
て
い
ま
す
。

た
対
応
は
会
社
の
損
害
を
い
た
ず
ら
に
拡
大

が
希
薄
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
ま
す
。

森
本
私
は

し
か
し
、
私
の
経
験
か
ら
し
て
も
こ
う
い
っ

し
て
い
な
い
ま
た
は
法
令
に
対
す
る
意
識

様
々
な
局
面
で
サ
ポ
ー
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ

築
・
不
動
産
案
件
を
取
り
扱
っ
て
き
ま
し
た
。

紛
争
、
M
&
A
、
上
場
直
前
の
法
令
D
D

な
ど
、

い
て
い
ま
す
が
、
森
本
先
生
は
、
今
ど
の
領

域
を
注
H

さ
れ
て
い
ま
す
か
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
案
件
を

ン
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
お
け
る
様
々
な
建

大
手
か
ら
中
堅
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
や
ゼ
ネ
コ

細
井
北
浜
法
律
事
務
所
で
は
、
こ
れ
ま
で

隠
蔽
す
る
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
り
が
ち
で
す
。

多
く
の
不
祥
事
は
、
社
員
が
法
令
を
理
解



民
法
2
6
4

条
の
2

i
伺
法
2
6
4

条
の
8
)
で
す
。

従
米
の
法
制
度
で
は
、
所
有
者
不
明
土
地
（
所
有
者
を

知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が

に
は
、
不
在
者
財
産
管
理
制
度
又
は
相
続
財
産
管
理
制

度
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

も
金
銭
的
に
も
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
こ
と
と
な
り
、
結

局
、
土
地
が
放
置
さ
れ
続
け
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が

多
数
発
生
し
て
い
ま
し
た
。
現
に
、
所
有
者
不
明
土
地

問
題
研
究
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
日
本
全
国
の
土
地
の

般
を
管
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
時
間
的
に

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

て
お
り
、
土
地
の
大
規
模
開
発
案
件
な
ど
で
利
活
用
さ

た
、
民
間
の
買
受
希
望
者
も
含
ま
れ
う
る
と
考
え
ら
れ

再
開
発
事
業
等
の
公
共
事
業
の
実
施
者
が
含
ま
れ
、
ま

産
管
理
人
は
、
不
在
者
の
財
産
全
般
又
は
相
続
財
産
全

益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
隣
接
地
所
有
者
の
み
な
ら
ず
、

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
財

に
は
、
そ
の
上
地
が
管
理
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
不
利

な
り
ま
す
。
ま
た
、
請
求
権
者
で
あ
る
「
利
害
関
係
人
」

で
き
な
い
土
地
）
の
管
理
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合

象
と
し
て
、
所
有
者
不
明
士
地
管
理
人
を
選
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
し
た
。

は
、
当
該
所
有
者
不
明
土
地
の
み
を
管
理
す
れ
ば
足
り

る
た
め
、
時
間
的
・
金
銭
的
コ
ス
ト
は
必
要
最
小
限
と

こ
れ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
所
有
者
不
明
土
地
管
理
人

の
が
、
所
有
者
不
明
土
地
（
建
物
）
管
理
制
度
（
改
正

に
よ
り
、
そ
の
請
求
に
係
る
土
地
又
は
共
有
持
分
を
対

こ
れ
ら
の
見
直
し
の
中
で
も
特
に
注
H

さ
れ
て
い
る

年
4

月
1

日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

• 

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求

新
設
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
所
有
者
不
明
土
地
に
つ
い
て

相
続
制
度
の
見
直
し
等
を
定
め
た
改
正
民
法
が
令
和
5

そ
こ
で
、
こ
の
度
、
所
有
者
不
明
士
地
管
理
制
度
が

財
産
管
理
制
度
、
共
有
制
度
、
相
隣
関
係
規
定
及
び

令
和
5

年
4

月
1

日
施
行
決
定
！

法務 Troubleshooti ng

建築資材の高騰（ウッドショック）と

請負契約の変更の可否等

1.ウッドショックの発生
.......................................... 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、全国的に木材
.......................................... 

の供給不足が発生しており、現在も建築用木材の価格の高騰が
.......................................... 

続いています。このような木材の供給不足に起因する木材価格
.......................................... 

の高騰は、 1970年代に発生した「オイルショック」になぞらえて、
.......................................... 

「ウッドショック」と呼ばれています。

............................................................................... 

現状、木材価格の高騰によるコストの増加を工務店側が引き受
............................................................................... 

けている例が多くあり（※l) 、また木材の供給不足によって工事が
............................................................................... 

遅延する事例も散見されています。そして、この木材価格の高騰
............................................................................... 

は今後も継続する可能性が高いと考えられています(※2) 0 
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川原大輝弁護士 Daiki Kawahara 

専門分野は、建築不動産、コーボレート。不動産売買（土地・建物

／買主・売主）、不動産賃貸借（土地・建物／借主・貸主）、建築瑕疵

（雨漏リ・タイル瑕疵などの箆工不良）、請負代金請求（追加工事や

出来高請求など／施主・元請・下請）、リフォーム問題など、広範な
分野に対応。豊冨な専門知識に加えて電気・空調・水道の設計や工

事を箆工する東証一部上場企業法務部への出向経験もあリ、企

業が思わぬ落とし穴にはまる危険性を全力でサポートしている。

Profile 

露回善回
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ビジネスパーソンの休憩時間

.......................................... 

2. 請負契約に基づく請負代金及びエ期の変更
.......................................... 

木材価格高騰によるコストの増加に伴う請負代金の変更、木材
.......................................... 

の供給不足によるエ期の変更が可能であるかは、当該建築工事
.......................................... 

の契約の内容によって結論が変わってきます。工事請負契約書
.......................................... 

に民間（七会）連合協定が作成した請負工事契約約款を添付し
...................................... 

ている場合や、工事請負契約書として国土交通省が作成した民

間建設工事標準請負約款を使用している場合には、物価の上昇
......................................................................... 

や経済事情の激変といった事情に応じて、発注者に対して請負
............................................................................. 

華北ナスーJ...f,5できス坦守や手当た理中村

定があるため、これらの規定に基づいて、請負代金額の変更や
...................................... 

工期の延長を求めて交渉することが考えられます。
.......................................................................... 

また、上記の条項も含め、現在使用されている契約書の条項が、
............................................................................... 

ウッドショックの場合に適用されるか否かは必ずしも明らかでは
............................................................................... 

ないため、木材価格の高騰や木材の供給不足が発生した場合
...................................... 

に、詰負代金額及びエ期の変更等を柔軟に行い得ることを例示
...................................... 

具体的な交渉や特約
............................ 
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『20世紀少年』（浦沢直樹／小学館／全24巻）
(※ 1) ウッドショックによるエ務店影響調査（第2回）（全国建設労働組合総運合）

https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/ryutsu/attach/pdf/kyougikai-189.pdf 

(※2) 新型コロナがもたらす供給制約；ウッドショックの影響（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20210719hitokoto.html 

念
清水勇希弁護士の

オススメ
漫画

私は漫画が大好きでジャンル問わず多くの漫画を読んでいます。

そんな私が印象に残っている漫画は、 20世紀少年です。20世紀少年

では、主人公たちの幼少期に起きた憧れの出来事として、 1970年に

大阪で開催された日本万国博覧会が、しばしば描かれます。前の大

阪万博を経験していない私ですが、この漫画の影響で、万博に対し

て強い憧れがあります。

さて、 2025年に、また大阪で万博が開催されます。前の大阪万博より

も輝き、未来の21世紀少年たちに夢を与えられるような万博となるよ

う、私も、法務の面から、少しでもサポートできればと考えています。

令
｀
ご-

清水勇希弁護士
Yuki Shimizu 
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松嶋秀真郎弁護士
京蔀大学法学部染福岡事務所所属。建築・不励産分野を主要取扱

分野の一つとしており、箆工会社を代理して行う請負代金請求、設
計会社を代理して行う設計料請求、飽二会社側で施主より主張さ

れている多数IJ)瑕抵を争う損書賠償事件等、多様な建英紛争に携

わった経験を有する。また、建設業法上の諸規制に関するコンプラ

イアンス研修請師を務めた経験もあり、近時、高度に求められる建

設業界のコンプライアンス遵守体制に関しても深い知見を有する。

Hidemaro Matsushima 
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神山秀比古弁護士
建簗・不懃産案件及びM&A・コーボレート案件を中心に対応。建築分

野では、注文者・請負人咽1 双方の立場で、建策瑕疵事件、追加I事請
負代金請求事件、工事呂来篇講求事件等などの典型肘な紛争案件は

もちろん、建築工事に伴う近憐対策（地磐沈下、屑音・振勧、土攘汚染

等）、施工業者の交代に伴う交渉等、様々な事案に取り組んでいる。不

蜀産分野では、不慟産を巡る紛争だけでな〈、同法書士・土池家屋調

査士等の専門家の責任が問題となる案件等も扱う。ご相談受け多数。

Hidehiko Koyama 
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